
◎民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律

（平成一四年七月三一日法律第一○○号）　　

一、提案理由（平成一四年五月三○日・衆議院総務委員会）

○片山国務大臣　日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書

の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げま

す。

……………（略）……………

　最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律案について申し上げます。

　この法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の

規定の整備等を行おうとするものであります。

　以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

　第一に、郵便法において、信書について定義規定を設けることとしております。

　第二に、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用に関する規定が

置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とする

ための所要の規定の整備を行うこととしております。

　第三に、以上のほか民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法

律について所要の規定の整備を行うこととしております。

　この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行すること

としております。

　以上が、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達

に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。

　何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

二、衆議院総務委員長報告（平成一四年七月九日）

○平林鴻三君　ただいま議題となりました日本郵政公社法案外三法案につきまして、総

務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　まず、各法案の要旨について申し上げます。

……………（略）……………

　次に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の規

定の整備等を行おうとするものであります。

　以上の四法案は、五月二十一日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委

員会に付託されました。



　委員会におきましては、五月三十日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、六月

四日から四法案を一括して質疑に入り、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うと

ともに、参考人から意見を聴取したほか、北海道及び熊本県において、いわゆる地方公

聴会を開催するなど、熱心かつ慎重に審査を重ねてまいりました。

……………（略）……………

　かくて、五日、再度、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、質疑を終局いた

しました。

　次いで、討論に入り、自由民主党、公明党及び保守党を代表して山名靖英君から、郵

政公社関連二法案の原案及び修正案並びに信書便関連二法案に賛成、民主党・無所属ク

ラブの荒井聰君及び自由党の黄川田徹君から、郵政公社関連二法案の原案に賛成、修正

案に反対、信書便関連二法案に反対、日本共産党の矢島恒夫君から、各案に反対、社会

民主党・市民連合の重野安正君から、郵政公社関連二法案の原案及び修正案に賛成、信

書便関連二法案に反対の意見がそれぞれ述べられました。

　次いで、順次、各案について採決いたしました結果、郵政公社関連二法案は、それぞ

れ賛成多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決し、信書便関連二法案は、

それぞれ賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

　なお、各法案に対し附帯決議を付することに決しました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年七月五日）

　政府は、左記事項について所要の措置を講ずべきである。

一　信書の送達に当たっては、ユニバーサルサービスを確保するための必要な措置をと

ること。

二　信書の定義に従い信書の範囲に関するガイドラインを作成するに当たっては、あく

まで国民・利用者の立場から法文に忠実に基づいて行い、「民間事業者に業務を行わ

せるため」の意図的な解釈は行わないこと。また、ダイレクトメールについては基本

的に信書に当たること。さらに信書による通信が国民の思想、表現の自由に密接な係

わりを有するものであることを踏まえ、信書の秘密の確保に悪影響を及ぼすことがな

いようにすべきこと。

三　民間事業者によるクリームスキミングを防止するため、信書の範囲についてのガイ

ドラインが遵守されるよう、国民・利用者への周知をはじめ必要な措置を講じること。

四　民間事業者の参入条件に関する省令を定めるに当たっては、全国のすべての地域に

おいて民間参入の効果が享受できるように、地方自治体や地域住民の意見を十分に尊

重すること。特に信書便差出箱の設置基準については、概ね公社の郵便差出箱と同水

準のものとし、市町村毎に最低設置数を設けること。

五　信書便差出箱の設置以外の引受け方法に関する省令を定めるに当たっては、信書便

差出箱の設置による場合と同様に、全国すべての地域において住民がいつでも簡便に



利用でき、かつ、信書の秘密が確実に確保されるように、基準を定めることとし、利

用者の意見を十分に聴取した上で決定すること。

三、参議院総務委員長報告（平成一四年七月二四日）

○田村公平君　ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。

……………（略）……………

　最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、金融機関等

の更生手続の特例等に関する法律その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするもの

であります。

……………（略）……………

　委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、公社化の意義、地域社会にお

ける郵便局の役割、郵便局を全国あまねく配置することについての考え方、公社の出資

条項を追加した理由、国庫納付金の根拠と算定方法、公社の人事給与制度の在り方、公

社化後の経営形態に関する検討状況、民間事業者に信書の取扱いを認めることのメリッ

ト、郵便のユニバーサルサービスの維持、信書の解釈、盲人用郵便物料金の無料継続等

について質疑を行いましたほか、参考人からの意見聴取、新潟県への委員派遣を行いま

した。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員から

四法律案に対して反対、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員から日本郵政公

社法案及び日本郵政公社法施行法案に賛成、民間事業者による信書の送達に関する法律

案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律案に反対する旨の意見が述べられました。

　討論を終局し、順次採決の結果、四法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。

　なお、日本郵政公社法案及び日本郵政公社法施行法案に対し、また、民間事業者によ

る信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律案に対し、それぞれ附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年七月二三日）

　本法の施行により、民間参入制度が創設されることとなるが、国民生活に不可欠な信

書送達のユニバーサルサービスは引き続き堅持する必要がある。政府は、この点を銘記

するとともに、この法律の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一、信書の範囲に関するガイドラインは、あくまで法律に規定された定義規定に基づき、

これに忠実に作成すること。なお、ダイレクトメールについては、基本的に信書に当

たるものとすること。



二、信書の範囲については、信書の送達が憲法で保障された国民の思想及び表現の自由

に密接な係わりを有するものであることにかんがみ、本委員会での審査を踏まえ、ガ

イドラインの作成に当たって民間事業者の利益を優先する形の意図的な解釈を行うこ

とは、厳に避けること。

三、民間事業者によるクリームスキミングを防止するため、信書の範囲に関するガイド

ラインが有効に機能するよう、国民・利用者への周知を十分図るなど所要の措置を講

ずること。

四、信書便差出箱の設置基準については、利用者の利便を最大限考慮し、日本郵政公社

の郵便差出箱の設置状況を基礎として定めることとし、市町村ごとに最低設置数を設

けるとともに、信書便差出箱が市町村内に満遍なく設置されるものとすること。また、

地方自治体や地域住民の要望を十分に尊重すること。

五、信書便差出箱の設置以外の引受方法に関する省令については、利用者の意見を十分

に聴取した上で、信書便差出箱の設置と同様、全国すべての地域において利用者の随

時かつ簡易な差出しが可能であり、かつ、信書の秘密の保護が確実に確保されるよう

な基準に限るよう定めること。

　右決議する。


